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■地域包括ケア推進病棟：
地域包括ケアを推進するためには、地域包括ケア病棟と地域包括医療病棟の
存在は欠かせない。
当協会では、両者をまとめて、地域包括ケア推進病棟と総称し、協会名も地域
包括ケア推進病棟協会に変更した。

■地域包括ケア推進病棟を届け出る病院の新たな病院機能分類：
上記２つの病棟のうちどちらか、又は両方を届け出て在宅復帰を支援する病院
を、新たな病院機能分類では2026年度診療報酬改定と新たな地域医療構想に

準拠して、次頁以降の４つに新たに分類するものである。
尚、一形態として、全病棟病室が単独の入院料で構成される地域包括ケア病
院と地域包括医療病院があり、これらの機能も次頁以降に準ずる。
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■急性期拠点ケアミックス（CM）型（急性期総合体制加算５）：

様々な診療科を有する総合性と、救急搬送や手術件数等の集積性を持つ拠
点的な病院を評価する急性期総合体制加算が2026年度診療報酬改定で新
設された。

同体制加算５は、人口少数地域において、救急搬送受入や地域の外来・在
宅診療体制の確保に係る支援を行う拠点的な病院への評価である。
急性期病院B一般入院基本料を算定する病棟を有し、人口20万人未満の地
域かつ救急搬送最大の場合は、地域包括ケア病棟の届出ができる。
急性期拠点CM型は、同体制加算５と地域包括ケア病棟を届け出る病院と定
義する。
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■地域急性期型：

病院・病床機能報告に照らして、救急搬送・全身麻酔下手術件数等が一定以
上の急性期機能を有していると自ら判断し、その機能保持を最も重視してい
る病院である。
急性期病院B一般入院料基本料や急性期一般入院基本料６以上の急性期
一般病棟を届出ている地域ケアミックス（CM）型と、急性期一般病棟を有さず
地域包括医療病棟を届出ている地域包括型に亜分類する。
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■在宅支援型：

在宅療養中のかかりつけ高齢虚弱マルチモビディティ患者を主な対象として、
いわゆるサブアキュート（SA）患者の受け入れと在宅復帰を最も重視している
病院である。

在宅医療・介護の提供や、他の病院・在宅医療・介護事業所等と連携して看
取りや緩和ケア等の24時間対応も実施する。

■ポストアキュート（PA）連携・専門型：
上記３類型のどちらでもない場合にPA連携・専門型と定義している。
病院全体の実入院患者数の概ね半数以上が他院からのPAを受け入れる病
院や、地域ニーズに応じた特徴ある医療に専門特化している病院である。
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・治療室：特定集中治療室管理料等の高度急性期機能を持つ特定入院料の病室 ・地メディ病棟：地域包括医療病棟
・地ケア病棟：地域包括ケア病棟 ※含地ケア病室 ・回リハ病棟：回復期リハビリテーション病棟
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■地域包括ケア推進病棟を届け出る病院の新たな病院機能分類では、１つの医療機関は最も近似する１つ
の病院機能を持つことになる。

■新たな地域医療構想では、一医療機関が必要に応じて複数の医療機関機能を報告することも考えられる。

地ケア届出可

療養届出可
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引用改変：2026.03.10 厚生労働省保険局医療課 令和8年度診療報酬改定について 4.包括期・慢性期入院医療
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地メディ病棟： 新設・新規算定加算項目 見直し変更項目 地ケア病棟： 新設・新規算定加算項目 見直し変更項目

■新）包括期充実体制加算：80点 
 （１日につき）14日限度
 （200床未満、急性期病棟届出無）

■新）医療提供機能連携確保加算
：600点（入院初日）

（人口20万人未満かつ人口密度が200人/平
方㎞未満の二次医療圏及び離島）

■新）特定薬剤治療環境特別加算
：300点（1日につき）

（カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤を
投与する目的で個室に入院させた場合）

■新）口腔管理連携加算：600点
（入院中1回）
（歯科併設なしの医科医療機関が対象）

■１ 救急患者連携搬送料１
イ医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送

(１) 入院中の患者以外の患者の場合2,400点
(２) (３)略、(４) 入院3日目の患者 600点
ロその他の場合
(１) 入院中の患者以外の患者の場合1,000点
(２) (３)略、(４) 入院３日目の患者 200点
■２ 救急患者連携搬送料２
イ医師、看護師又は救急救命士が
同乗して搬送する場合800点
ロその他の場合200点

■地域包括医療病棟入院料：
3,050点

→ ６区分化
・地域包括医療病棟入院料１
（一般病棟入院基本料算定無）
入院料1： 3,367点 （緊急・手術無）
入院料2： 3,267点 （いずれでもない）
入院料3： 3,117点 （予定・手術有）

・地域包括医療病棟入院料2
（一般病棟入院基本料算定有）
入院料1： 3,316点 （緊急・手術無）
入院料2： 3,216点 （いずれでもない）
入院料3： 3,066点 （予定・手術有）

■入退院支援加算１：700点
（1のイに限る）（退院時１回）

→ 入退院支援加算１：1,000点
（1のロに限る）（退院時１回）

■病棟薬剤業務実施加算
1：120点（週1回）
2：100点（1日につき）

→ 薬剤相互評価調整加算及び退院時薬

剤情報管理指導料の算定回数が多い場合
を評価
新）1：300点（週1回）

 2：100点（週1回）

■リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
：80点（14日限度）

→ 病棟の取り組み水準に応じて

新）リハビリテーション栄養・口腔
連携加算1：110点（14日限度）

新）リハビリテーション栄養・口腔
連携加算2：50点（14日限度）

■新）リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
：30点（14日限度）

■新）包括期充実体制加算：80点 
 （１日につき）14日限度
 （200床未満、急性期病棟届出無）

■新) 身体的拘束最小化推進体制加算
：40点（１日につき）

■新）医療提供機能連携確保加算
：600点（入院初日）

（人口20万人未満かつ人口密度が200人/平
方㎞未満の二次医療圏及び離島）

■新）特定薬剤治療環境特別加算
：300点（1日につき）

（カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤を
投与する目的で個室に入院させた場合）

■新）口腔管理連携加算：600点
（入院中1回）
（歯科を併設なしの医科医療機関が対象）

■退院時共同指導料2：400点

■介護支援等連携指導料（入院中2回）
1：400点
2：500点（入退院支援加算1の届出病棟）

■入院栄養食事指導料1（週1回）
（リハ・栄養・口腔連携加算算定患者）

初回：260点
2回目：200点

■栄養情報連携料：70点（入院中1回
（リハ・栄養・口腔連携加算算定患者）

■在宅患者支援病床初期加算：
①介護老人保健施設から救急搬送
され入院した患者の場合
①：580点
②①以外：480点

→ 救急搬送を含む緊急入院した患者

①：590点
②①以外：410点

①介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム等又は自宅から救急搬送さ
れ入院した患者の場合
①：480点
②①以外：380点

→ 救急搬送を含む緊急入院した患者  

①：490点
②①以外：310点

■入退院支援加算１：700点
（1のイに限る）（退院時１回）

→ 入退院支援加算１：1,000点
（1のロに限る）（退院時１回）

■１ 救急患者連携搬送料１
イ医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送

(１) 入院中の患者以外の患者の場合2,400点
(２) (３)略、(４) 入院3日目の患者 600点
ロその他の場合
(１) 入院中の患者以外の患者の場合1,000点
(２) (３)略、(４) 入院３日目の患者 200点
■２ 救急患者連携搬送料２
イ医師、看護師又は救急救命士が
同乗して搬送する場合800点
ロその他の場合200点11 355参考
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